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7 報告 

(1) 令和 7 年度　松江市国民健康保険料の収納状況について 

 

①　令和 8年 3月末の収納状況 

 

 

 

②　収納率の推移 

 

 

 

③　差押件数等の推移 

 区分 調定額 収納額 収納率 (前年同期) 比較増減

 現年分 3,337,735,840 円 2,959,326,163 円 88.66％ (88.56％) 0.10 ㌽

 滞納繰越分 354,602,935 円 136,371,464 円 38.46％ (33.87％) 4.59 ㌽

 区分 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度

 現年分（3 月末） （88.17％） （88.12％） （88.30％） （88.56％） （88.66％）

 現年分（5 月末） 95.52％ 95.66％ 96.09％ 96.37％ ―

 
 滞納繰越分 26.98％ 28.08％ 28.89％ 33.87％ 38.46％

 区分 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度

 件数 152 件 283 件 477 件 493 件 628 件

 充当額 7,276,798 円 11,502,368 円 22,229,208 円 26,252,815 円 30,679,097 円
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(島根県モデル事業) 

令和 7 年度 骨折及び骨粗しょう症予防結果報告書（要約版） 

松江市国保被保険者を対象に実施した骨折及び骨粗しょう症予防の受診勧奨通知事業の結果を報告いたします。 

1.事業概要 

高齢化が進む島根県において、骨折は要介護・要支援状態となる主要な原因疾患の一つです。本事業は、ぜい
弱性骨折*の既往がある骨粗しょう症未治療者または骨粗しょう症治療中断者に対して、受診勧奨を通知と電話に
より行い、骨粗しょう症による骨折予防を図ることを目的として実施しました。 
【スケジュール概要】 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
*ぜい弱性骨折とは、骨が脆く（もろく）なり、わずかな力でも起こる骨折のことです。 

 

 

 

2.通知対象者について 

通知対象者の抽出は、松江市国民健康保険被保険者のデータ（レセプトデータ：令和４年４月～令和７年２月
診療分、健診データ：令和４年度～令和６年度分、介護データ等）を用いて行いました。 

（１）対象者の条件 

40～74 歳の松江市国民健康保険被保険者のうち、次に該当する対象者 

①ぜい弱性骨折歴(検査・治療していないものも含む)があり、骨粗しょう症未治療者（以下、「未治療者」という）    
②骨粗しょう症治療歴があり、現在治療を中断していると思われる者（以下、「治療中断者」という 

        【対象者数】 

 

 

 

 

 

 

 
※ただし、資格喪失、透析治療中、がん・認知症・精神疾患・難病の疑い、要介護度 2 以上、施設入所中、 

訪問診療、3 か月入院歴ありは対象から除外 
 
 
 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

1 通知デザイン、対象者抽出・選定

2 勧奨通知 　★22日発送

3 電話による保健指導

4 効果検証

令和7年 令和８年
業務内容

通知対象者数
40～74歳　

被保険者数

①骨粗しょう症　未治療者 233人

②骨粗しょう症　治療中断者 176人

ぜい弱性骨折歴あり 14人

ぜい弱性骨折歴なし 162人

409人合　計

21,271人

(2) 令和7年度の保健事業について(骨折及び骨粗しょう症予防モデル事業)
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（２） 通知対象者の状況 

通知対象者 409 人（未治療者：233 人、治療中断者：176 人）について、骨折や骨粗しょう症に関連すると思
われる状況を分析しました。 

l 基本属性： 70～74 歳が最も多い年代で、72.6%が女性 

l ぜい弱性骨折歴あり： 未治療者のうち、既に手首骨折(20.6%)や背骨骨折(18.9%)を経験している人が一定数 

               存在。（参考：大腿骨骨折　3.9%） 

l 保有疾患： 生活習慣病※の保有率 ：64％（通知対象者以外：56％） ※高血圧症・糖尿病・脂質異常症のいずれか 

糖尿病の保有率：23%（通知対象者以外：23%） 

関節疾患の保有率：39％（通知対象者以外：20％） 

l 身体的指標： 通知対象者は対象外の群と比較して、身長低下幅が大きいことが確認されました。 

 

３. 受診勧奨通知の結果 

レセプトデータに基づく通知発送後の行動変容結果です。 

（１）勧奨後の骨粗しょう症の治療状況 

l 効果測定時の基本事項：行動変容は、骨粗しょう症の病名が付いたレセプト発生の有無で判定。 
なお、通知前の受診か、通知後初回受診かを判定し効果検証。 

（※検証期間 通知前：令和 7 年 3～8 月、通知後：令和 7 年 9～11 月） 

l 効果測定対象者：407 人（通知前の資格喪失者 2 人を除く）  

l 受診率：全体で 5.2%（21 人）が通知後に受診 

  【勧奨結果】 

 

 

 

 

 

   ※②骨粗しょう症治療中断者で通知後に受診があった全員が、ぜい弱性骨折歴なしの人 

 

 

（２）歯科の受診状況 

骨粗しょう症治療と口腔管理の観点から、対象者の歯科受診状況を確認しました。 

l 歯科受診率：通知前の期間で歯科受診している人は 64.4%(262 人)。35.6％(145 人)は 1 年間以上歯科への受診
が確認できず 

l 通知後の変化：通知前で歯科受診がなかった人の 10.3%(15 人)が、通知発送後に歯科受診を開始。 

 （※検証期間 通知前：令和 6 年 6 月～令和 7 年 8 月  通知後：令和 7 年 9～11 月） 

 

(効果検証対象者) 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

①骨粗しょう症　未治療者 233人 9人 3.9% 6人 2.6% 3人 1.3% 0人 0.0%

②骨粗しょう症　治療中断者※ 174人 12人 6.9% 4人 2.3% 6人 3.4% 2人 1.1%

合　計 407人 21人 5.2% 10人 2.5% 9人 2.2% 2人 0.5%

通知後　受診あり

検査のみ実施 処方薬あり
検査・治療なし

（病名記載のみ）

送付
対象者数



 

(3) 島根県内市町村国民健康保険の保険料水準統一への方向性について 

 

 

 

 

 

別冊資料をご覧ください



8 議題  

(1) 令和８年度松江市国民健康保険料の料率について  

①令和８年度国民健康保険料率  

ア　保険料率の算定方法 

県が示した国保事業費納付金（約 46.2 億円）及び松江市の保健事業の経費等を加えて算

出した一人あたりの保険料額を元に保険料率を算定する。 

（ア）令和８年度事業費納付金　約 46.2 億円 

内訳：医療分 31.8 億円、後期分 10.1 億円、介護分 3.3 億円、子ども分 1 億円 

（イ）令和８年度一人あたり保険料調定額　※（　）内は、令和７年度の金額  

 

イ　保険料率  

　※1　保険料額に占める所得割・均等割・平等割の構成割合は、松江市国民健康保険条例の規定に基づく。　　　　　　

※2　18 歳未満加入者（18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日以前である加入者）の均等割は全額軽減  

　　 となり、その軽減に相当する金額を 18 歳以上の加入者が負担するもの。

 医療分 後期分 介護分 子ども分

 79,710 円 

（80,140 円）

27,960 円 

（27,530 円）

28,420 円 

（31,376 円）

3,000 円 

（－）

 107,670 円 

（107,670 円）

 
算定区分

構成割合  

(※1)
令和８年度 令和７年度

前年度  

との差

 

医療分

所得割 50% 7.98% 7.84% ＋0.14%

 均等割 35% 31,380 円 31,540 円 ▲160 円

 平等割 15% 19,560 円 19,760 円 ▲200 円

 

後期分

所得割 50% 2.61% 2.81% ▲0.20%

 均等割 35% 11,560 円 11,540 円 ＋20 円

 平等割 15% 7,320 円 7,300 円 ＋20 円

 

介護分

所得割 50% 2.38% 2.76% ▲0.38%

 均等割 35% 11,280 円 12,660 円 ▲1,380 円

 平等割 15% 5,640 円 6,240 円 ▲600 円

 

子ども分  

（新設）

所得割 50% 0.28% － －

 均等割
35%

1,200 円 － －

 18 歳以上均等割(※2) 60 円 － －

 平等割 15% 820 円 － －



 

②保険料の計算式・賦課限度額 

 

 

※1　加入者ごとに算出して世帯で合算する。 

※2　特定世帯（同じ世帯の国保加入者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより単身となる世帯） 

は、平等割額の 1/2 を軽減する。軽減期間は 5年間だが、世帯主変更等があると非該当となる。 

※3　特定継続世帯（特定世帯が終了する年度の翌年度から 3年間該当）は、平等割額の 1/4 を軽減 

する。 

※4　18 歳未満加入者（18 歳に達する日以後の最初の 3月 31 日以前である加入者）の均等割は全額 

軽減となり、その軽減に相当する金額を 18歳以上の加入者が負担するもの。 

 

　　　 

 
算定区分 計算式

賦課限度額 

（前年度との差）

 
医 

療 

分

所得割 (令和 7年中の総所得金額等 － 基礎控除額 43万円)(※1)× 7.98%

67 万円 

（＋1万円）
 

均等割 加入者数 × 31,380 円

 平等割 1世帯当たり 19,560 円(※2)(※3)

 
後

期 

分

所得割 (令和 7年中の総所得金額等 － 基礎控除額 43万円)(※1)× 2.61%

26 万円 

（変更なし）

 
均等割 加入者数 × 11,560 円

 
平等割 1世帯当たり 7,320 円(※2)(※3)

 
介

護

分

所得割 (令和 7年中の総所得金額等 － 基礎控除額 43万円)(※1)× 2.38%

17 万円 

（変更なし）

 
均等割 加入者数 × 11,280円

 
平等割 1世帯当たり 5,640 円(※2)(※3)

 

子

ど

も

分

所得割 (令和 7年中の総所得金額等 － 基礎控除額 43万円)(※1)× 0.28%

3 万円 

（新設）

 
均等割 加入者数 × 1,200 円

 18 歳以上 

均等割
18 歳以上 × 60 円(※4)

 
平等割 1世帯当たり 820 円(※2)(※3)



所得割（％） 7.83 6.80 6.81 7.84 7.98 10.66 9.86 9.94 10.65 10.59

（前年度比） -0.05 -1.03 0.01 1.03 0.14 -0.04 -0.80 0.08 0.71 -0.06

均等割（円） 27,180 23,400 26,100 31,540 31,380 37,020 34,260 37,920 43,080 42,940

（前年度比） -420 -3,780 2,700 5,440 -160 -300 -2,760 3,660 5,160 -140

平等割（円） 18,960 15,180 16,620 19,760 19,560 25,560 22,800 24,480 27,060 26,880

（前年度比） 0 -3,780 1,440 3,140 -200 0 -2,760 1,680 2,580 -180

一人当たり
調定額（円）

67,849 60,271 65,565 80,140 79,710 93,180 89,080 95,030 107,670 107,670

（前年度比） -2,143 -7,578 5,294 14,575 -430 -1,080 -4,100 5,950 12,640 0

所得割（％） 2.83 3.06 3.13 2.81 2.61

（前年度比） 0.01 0.23 0.07 -0.32 -0.20

均等割（円） 9,840 10,860 11,820 11,540 11,560

（前年度比） 120 1,020 960 -280 20

平等割（円） 6,600 7,620 7,860 7,300 7,320

（前年度比） 0 1,020 240 -560 20

一人当たり
調定額（円）

25,331 28,809 29,465 27,530 27,960

（前年度比） 1,063 3,478 656 -1,935 430

所得割（％） 2.66 2.56 2.76 2.76 2.38

（前年度比） 0.39 -0.10 0.20 0.00 -0.38

均等割（円） 10,140 9,960 12,660 12,660 11,280

（前年度比） 900 -180 2,700 0 -1,380

平等割（円） 5,160 4,980 6,240 6,240 5,640

（前年度比） 720 -180 1,260 0 -600

一人当たり
調定額（円）

27,006 27,006 31,376 31,376 28,420

（前年度比） 2,881 0 4,370 0 -2,956

所得割（％） 0.28

（前年度比） -

均等割（円） 1,200

（前年度比） -

18歳以上均等割（円） 60

（前年度比） -

平等割（円） 820

（前年度比） -

一人当たり
調定額（円）

3,000

（前年度比） -

23,349 22,565 22,054 21,329 20,535

34,063 32,433 31,251 29,819 28,365

 ③近年の保険料率の推移　

（医療分＋後期分）

世帯数（※）

被保険者数（※）

※各年度における賦課期日時点のもの

年度 R4 R5 R6 R7 R8 R4 R5 R6 R7 R8

医
療
分

後
期
分

介
護
分

子
ど
も
分


